
 
 

 

一 

 
 

 

重
要
施
設
周
辺
及
び
国
境
離
島
等
に
お
け
る
土
地
等
の
利
用
状
況
の
調
査
及
び
利
用
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
案
に
対

す
る
修
正
案 

 

重
要
施
設
周
辺
及
び
国
境
離
島
等
に
お
け
る
土
地
等
の
利
用
状
況
の
調
査
及
び
利
用
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
案
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
、
「
第
二
十
五
条
―
第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
六
条
―
第
二
十
九
条
」

に
改
め
る
。 

 

第
一
条
中
「
利
用
状
況
」
を
「
利
用
状
況
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
第
四
号
中
「
所
有
権
以
外
の
権
原
に
基
づ
き
」
を
削
る
。 

 

第
五
条
第
二
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
」
の
下
に
「
、
そ
の
区
域
の
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
」
を
加
え
、
「
協
議
す
る
と
と
も
に
、
」
を
「
協
議
し
、
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
そ

の
区
域
」
の
下
に
「
を
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
土
地
等
利
用
状
況
等
調
査
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
の
状
況
」
の
下
に
「
並
び
に
当
該
土
地
等
に

関
す
る
権
利
（
土
地
の
所
有
権
又
は
建
物
の
所
有
権
（
当
該
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権
又
は
土
地
の
賃
借
権
を
含
む
。）



 

 
 

 

二 

を
い
う
。
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
得
喪
及
び
変
更
」
を
加
え
、
「
土
地
等
利
用
状
況
調
査
」
を
「
土
地
等
利
用
状
況

等
調
査
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
中
「
土
地
等
利
用
状
況
調
査
」
を
「
土
地
等
利
用
状
況
等
調
査
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
が
当
該
土
地
等
を
」
の
下
に
「
次
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
の
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 

一 

重
要
施
設
に
重
大
な
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
行
為 

 

二 

第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
線
で
あ
る
低
潮
線
の
保
全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
の
掘
削
そ
の

他
の
土
地
の
形
質
の
変
更 

 

三 

重
要
施
設
又
は
国
境
離
島
等
と
外
部
と
の
通
信
を
妨
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
電
波
を
発
射
す
る
行
為 

 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
（
土
地
の
所
有
権
又
は
建
物
の
所
有
権
（
当
該
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権
又
は
土
地
の
賃

借
権
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
十
二
条
第
二
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
」
の
下
に
「
、
そ
の
指
定
に
係
る
注
視
区
域
の
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
反
映

さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
」
を
加
え
、
「
協
議
す
る
と
と
も
に
、
」
を
「
協
議
し
、
及
び
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
係
る
注
視
区
域
」
の
下
に
「
を
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
」
を
加
え
る
。 



 
 

 

三 

 
第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
十
六
条
第
一
号
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
代
表
者
の
氏
名
」

の
下
に
「
（
当
該
土
地
等
売
買
等
契
約
に
よ
る
土
地
等
に
関
す
る
所
有
権
等
の
移
転
又
は
設
定
を
す
る
者
で
あ
る
当
事
者
に
対

し
て
当
該
土
地
等
に
関
す
る
所
有
権
等
の
移
転
又
は
設
定
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者

の
氏
名
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
八
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
章
中
第
二
十
四
条

を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
国
会
へ
の
報
告
） 

第
二
十
四
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
毎
年
一
回
、
国
会
に
対
し
、
こ
の
法
律
に
よ
る
土
地
等
の
利
用
の
規
制
の
状
況
を
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

附
則
第
一
条
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
る
。 


